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 ノーマイカーデーは金曜日になりました！

 2005年２月に「京都議定書」が発効し、我が国も温室効果ガスを削減
する国際的な義務を負うこととなりました。また、大気汚染・騒音など
の自動車交通公害についても改善していく必要があります。 
 福岡市ではこれらの課題に取り組むため、平成１８年６月２日（金）よ
り毎月１４日に行ってきた「ノーマイカーデー」を交通量が多い金曜日
に変更・拡大し、より一層推進していくこととしました。
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■ ノーマイカーデーとは？??

 

私たちが普段使っている自動車の使用を見直して、交通量を削減しようとする
福岡市では、毎週金曜日をノーマイカーデーと定め、市民・事業者のみなさん
急の自動車の使用自粛等の呼びかけを行っています。ノーマイカーデーをきっ
の使用を控えたライフスタイルについて考え行動していきましょう。 
 
《あなたにもできること》 

◇ 通勤・通学時のマイカーの利用を自粛しましょう。

◇ 通勤・通学にマイカーを利用しない方も、休日の近所への買い物など、各自
スタイルに合わせ、現在よりもマイカーの利用を控えるようにしましょう。

◇ 近くへ出かけるときは、歩いて行くか自転車を利用しましょう。

◇
業務においても、できるだけ自動車を控え、地下鉄やバスなどの公共交通
転車を利用しましょう。

◇ 業務用の車での通勤を控えましょう。

◇ 同じ方向や場所へ行くときは、できるだけ相乗りに努めましょう。

◇ パークアンドライドなどの車の利用をなるべく削減する取り組みをしましょう

◇ 車を運転する際は、アイドリングストップなどのエコドライブに努めましょう。

■ お問い合わせ先

 
環境局 環境都市推進部 環境推進課  
TEL 092-711-4282 FAX 092-733-5592
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